
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部の先端に設けられた先端部本体から、処置具の先端部分を側方に向けて案
内する処置具起立台が、前記先端部本体に形成された起立台収容溝内に揺動自在に挟持さ
れるとともに、前記起立台収容溝の側方に前記起立台と連結された起立レバーを収容する
起立レバー収容室が形成され、前記先端部本体を被覆するキャップが前記先端部本体に着
脱自在に取り付けられた側視型内視鏡の先端部において、
　前記起立レバー収容室の

ことを特徴とする側視型内視鏡の先端部。
【請求項２】
　

【請求項３】
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上面に凸部又は凹部から成る係合部が設けられ、該係合部が前
記キャップの内側の係合部に係合される

前記キャップの側壁は、前記起立台収容溝の側壁と同一面を成し、前記処置具の誘導壁
として作用することを特徴とする請求項１に記載の側視型内視鏡の先端部。

内視鏡挿入部の先端に設けられた先端部本体から、処置具の先端部分を側方に向けて案
内する処置具起立台が、前記先端部本体に形成された起立台収容溝内に揺動自在に挟持さ
れるとともに、前記起立台収容溝の側方に前記起立台と連結された起立レバーを収容する
起立レバー収容室が形成され、前記先端部本体を被覆するキャップが前記先端部本体に着
脱自在に取り付けられた側視型内視鏡の先端部において、

前記起立レバー収容室の上部と前記キャップの内側とで係合部を形成し、
前記係合部は、前記起立レバー収容室の上部に形成した凸部と、前記キャップの内側に



　前記起立レバー収容室の上部の凸部は、前記キャップの挿入方向に連続して凸条部とし
て形成されることを特徴とする側視型内視鏡の先端部。
【請求項４】
　

　
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は側視型内視鏡の先端部に係り、特に先端部本体にキャップを着脱自在に取り付け
た側視型内視鏡の先端部に関する。
【０００２】
【従来の技術】
側視型内視鏡は、先端部側面の観察窓から先端部側方の被観察体内を観察すると同時に、
内部に配設された処置具挿通チャンネルを介して鉗子等の各種の処置具を先端部側方の被
観察体内へ導出し、この処置具にて切開、生検、内容物の回収等を行うものである。
【０００３】
内視鏡の先端部は金属製の先端部本体によって構成されるが、このような先端部本体が患
者の体腔内粘膜に直接触れると、粘膜を傷つけてしまうおそれがある。このため、先端部
本体を被覆するゴム製等のキャップが先端部本体に着脱自在に取り付けられている。
【０００４】
キャップは弾力性のある材料によって形成されており、その後端部近くの内周面には、内
側に向けて突設された環状の小径部が形成され、この小径部が先端部本体の外周面に形成
された円周溝に嵌まりこむことによって、キャップが先端部本体に係止される。
【０００５】
しかしながら、キャップは、内視鏡検査中に体腔内の狭窄部等を強引に通過させようとす
ると、先端部本体から脱落したり、回転したりするおそれがある。
【０００６】
このような不具合を解消するため、特許文献１では、先端部本体に回り止め防止部材を取
り付け、この回り止め防止部材によってキャップの回転、脱落等を防止するようにしてい
る。
【０００７】
【特許文献１】
特開平９－２５３０３６号公報（第３頁、第１図）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来の内視鏡では、回転防止部材が先端部本体と別部品となる不具合
があり、また、回転防止部材を先端部本体と一体的に形成すると、処置具挿入口をまたぐ
形状となり、構造、製造が複雑になる不具合がある。
【０００９】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、簡単な構造でキャップが先端部本体か
ら脱落したり、回転したりすることを防止できる側視型内視鏡の先端部を提供することを
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設けた凹部であり、

内視鏡挿入部の先端に設けられた先端部本体から、処置具の先端部分を側方に向けて案
内する処置具起立台が、前記先端部本体に形成された起立台収容溝内に揺動自在に挟持さ
れるとともに、前記起立台収容溝の側方に前記起立台と連結された起立レバーを収容する
起立レバー収容室が形成され、前記先端部本体を被覆するキャップが前記先端部本体に着
脱自在に取り付けられた側視型内視鏡の先端部において、

前記起立レバー収容室の上部と前記キャップの内側とで係合部を形成し、
前記係合部は、前記起立レバー収容室の上部に形成した凹部と、前記キャップの内側に

設けた凸部であり、
前記起立レバー収容室の上部の凹部は、前記キャップの挿入方向に連続して凹条部とし

て形成されることを特徴とする側視型内視鏡の先端部。



目的とする。
【００１０】
【発明を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は前記目的を達成するために、内視鏡挿入部の先端に設けられた先
端部本体から、処置具の先端部分を側方に向けて案内する処置具起立台が、前記先端部本
体に形成された起立台収容溝内に揺動自在に挟持されるとともに、前記起立台収容溝の側
方に前記起立台と連結された起立レバーを収容する起立レバー収容室が形成され、前記先
端部本体を被覆するキャップが前記先端部本体に着脱自在に取り付けられた側視型内視鏡
の先端部において、前記起立レバー収容室の

ことを特徴とする。
【００１１】
本発明の発明者は、起立レバー収容室の上にデッドスペースが存在することに着目し、こ
のデッドスペースを利用してキャップの脱落と回転を防止した。ここで、上とは観察方向
側を意味する。
【００１２】
請求項１に記載の発明によれば、先端部本体の起立レバー収容部の上部とキャップの内側
とを係合させるようにしたので、キャップが先端部本体に対して脱落したり回転したりす
ることを防止できる。特に、デッドスペースであった部分に係合部を設けているので、先
端部の径を大きくすることなく、簡単に回り止めを行うことができる。また、起立レバー
収容部の上部に係合部を設けたことによって、キャップが起立台収容溝の縁部からまくれ
ることを防止できる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、

【００１４】
　

前記起立レバー収容室の上部の凸部は、前記キャップの挿入方向に
連続して凸条部として形成されることを特徴としている。したがって、凸部がキャップを
先端部本体に挿入する際のガイドとなり、キャップの取付作業を容易に行うことができる
。また、このキャップの凹部を形成する部分は、処置具の誘導壁の一部を形成する。

【００１５】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明に係る側視型内視鏡の先端部の好ましい実施の形態について
詳述する。
【００１６】
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上面に凸部又は凹部から成る係合部が設けら
れ、該係合部が前記キャップの内側の係合部に係合される

前記キャップの側壁は、前記起立台収容溝の側壁と同
一面を成し、前記処置具の誘導壁として作用することを特徴とする。

請求項３記載の発明は前記目的を達成するために、内視鏡挿入部の先端に設けられた先
端部本体から、処置具の先端部分を側方に向けて案内する処置具起立台が、前記先端部本
体に形成された起立台収容溝内に揺動自在に挟持されるとともに、前記起立台収容溝の側
方に前記起立台と連結された起立レバーを収容する起立レバー収容室が形成され、前記先
端部本体を被覆するキャップが前記先端部本体に着脱自在に取り付けられた側視型内視鏡
の先端部において、前記起立レバー収容室の上部と前記キャップの内側とで係合部を形成
し、前記係合部は、前記起立レバー収容室の上部に形成した凸部と、前記キャップの内側
に設けた凹部であり、

請求
項４記載の発明は前記目的を達成するために、内視鏡挿入部の先端に設けられた先端部本
体から、処置具の先端部分を側方に向けて案内する処置具起立台が、前記先端部本体に形
成された起立台収容溝内に揺動自在に挟持されるとともに、前記起立台収容溝の側方に前
記起立台と連結された起立レバーを収容する起立レバー収容室が形成され、前記先端部本
体を被覆するキャップが前記先端部本体に着脱自在に取り付けられた側視型内視鏡の先端
部において、前記起立レバー収容室の上部と前記キャップの内側とで係合部を形成し、前
記係合部は、前記起立レバー収容室の上部に形成した凹部と、前記キャップの内側に設け
た凸部であり、前記起立レバー収容室の上部の凹部は、前記キャップの挿入方向に連続し
て凹条部として形成されることを特徴とする。



図１は、本発明に係る先端部１０の構造を示す分解斜視図である。
【００１７】
同図に示すように、先端部１０は、先端部本体１２を覆うキャップ１４を有している。キ
ャップ１４は、弾性力のある材質、例えばシリコンゴムからなり、その上面には開口１４
Ａが形成される。また、キャップ１４の基端１４Ｂには、内径の小さい小径部１４Ｃが設
けられており、この小径部１４Ｃが先端部本体１２の溝１２Ｃに係合される。これにより
、キャップ１４が先端部本体１２に装着される。
【００１８】
先端部本体１２は、ステンレスなどの耐食性のよい金属によって構成される。先端部本体
１２の中央位置には、後述の起立台４６（図２、図３参照）が収容される起立台収容溝１
６が形成され、この起立台収容溝１６に処置具挿通チャンネル１８（図２参照）が連通さ
れる。この処置具挿通チャンネル１８は、不図示の内視鏡挿入部に挿通されて手元操作部
に接続される。これにより、手元操作部から処置具挿通チャンネル１８に処置具を挿入す
ると、処置具が起立台収容溝１６に案内される。案内された処置具は起立台４６によって
起立されて上方に導出される。
【００１９】
起立台収容溝１６の側方には、起立レバー収容室２０が設けられ、この起立レバー収容室
２０の内部には、前記起立台４６を揺動させるための後述の起立レバー４４（図２、図３
）が収容される。また、起立台収容溝１６を挟んで起立レバー収容室２０の反対側には、
光学系収容室２２が設けられる。
【００２０】
光学系収容室２２は、先端部本体１２に保護カバー２４を取り付けることよって閉じられ
る。保護カバー２４の上端には、円弧形状の係合突起２４Ａが二カ所形成される。また、
先端部本体１２には、係合突起２４Ａが矢印Ａ方向から係合する係合溝１２Ａ、１２Ａが
先端部本体１２に形成される。係合溝１２Ａ、１２Ａの一方は、係合突起２４Ａよりも矢
印Ｂ方向に長く形成され、もう一方は先端面につながっている。したがって、係合突起Ａ
を係合溝１２Ａに係合させた状態のまま、保護カバー２４を矢印Ｂ方向に若干スライドさ
せることができる。
【００２１】
先端部本体１２の基端部には係合ピン１２Ｂが突設される。また、保護カバー２４には、
この係合ピン１２Ｂが挿入される係合孔２４Ａが形成される。係合ピン１２Ｂと係合孔２
４Ａは、保護カバー２４を矢印Ｂ方向にスライドさせることによって係合される。
【００２２】
上述した保護カバー２４は係合突起２４Ａを矢印Ａ方向に係合溝１２Ａに差し込んで係合
させた後、矢印Ｂ方向にスライドさせて係合孔２４Ｂに係合ピン１２Ｂを挿入させる。そ
して、ねじ２５を先端部本体１２の孔１２Ｄに起立台収容溝１６側から挿入し、保護カバ
ー２４のネジ孔に締め込むことによって、保護カバー２４が先端部本体１２に固定される
。なお、保護カバー２４は、その縁部が全周において先端部本体１２に接合され、その接
合面はシール剤を介して接合される。これにより、保護カバー２４と先端部本体１２との
隙間がシールされ、光学系収容室２２の気密が保持される。
【００２３】
光学系収容室２２の上部には、観察窓２６と照射窓２８が、先端部１０の側方に向けて配
設されるとともに、観察窓２６に向けて送気・送水３０口が設けられる。送気・送水口３
０は、内視鏡挿入部に挿通された送気・送水チューブ（不図示）を介して外部装置に接続
されており、手元操作部の送気・送水ボタンを操作することによって、圧縮エアまたは水
が送気・送水口３０から観察窓２６に向けて噴射され、観察窓２６が洗浄される。なお、
観察窓２６、照射窓２８、及び送気・送水口３０は、キャップ１４を先端部本体１２に被
せた際、開口１４Ａに臨む位置に設けられている。以下、観察窓２６が配設された面を上
面とし、観察窓２６から観察される観察方向を上方とする。
【００２４】
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光学系収容室２２の内部には、撮影光学系と照明光学系が収容される。照明光学系は、照
射窓２８の内側に設置された照明レンズ（不図示）と、この照明レンズに先端が臨むよう
に配置されたライトガイド３２を備えている。ライトガイド３２は、内視鏡挿入部に挿通
され、基端部が不図示の光源装置に接続される。これにより、光源装置からの照射光がラ
イトガイド３２を介して伝達され、照射窓２８から上方に向けて照射される。
【００２５】
撮影光学系は、観察窓２６の内側に配設された対物レンズと、この対物レンズの後方にプ
リズムを介して配設されたＣＣＤユニット３４を備え、ＣＣＤユニット３４はケーブル３
６（図２参照）を介して外部装置（例えばプロセッサ）に接続される。この撮影光学系に
よって、観察窓２６から取り込まれた被写体像が電気信号に変換されて外部装置に伝達さ
れ、外部装置のモニタに被写体像が表示される。
【００２６】
一方、起立レバー収容室２０は、図２及び図３に示すように、先端部本体１２に保護板４
２を被せることによって閉じられる。保護板４２はネジ５０によって先端部本体１２に複
数ヶ所で固定され、保護板４２と先端部本体１２との隙間にはシール剤が充填される。こ
れによって起立レバー収容室２０の気密性が保持される。起立レバー収容室２０の内部に
は起立レバー４４が設けられる。起立レバー４４は、その下端部が軸４５を介して起立台
４６に連結され、起立台４６とともに一体に揺動するようになっている。また、起立レバ
ー４４の上端部には、起立ワイヤー４８が接続されており、この起立ワイヤー４８は、内
視鏡挿入部に挿通されて手元操作部に接続される。したがって、手元操作部を操作すると
、起立ワイヤー４８が押し引きされて起立レバーが揺動され、その結果、起立台４６が揺
動される。
【００２７】
起立レバー収容室２０の上面には、図１、図３に示す如く凸条部（凸部に相当）３８が形
成される。凸条部３８は、図１に示す如く先端部１０の長手方向に形成されている。また
、キャップ１４の内側には、凸条部３８に対応する位置に凹条溝（凹部に相当）４０が形
成されている。凸条部３８と凹条溝４０は、キャップ１４を先端部本体１２に取り付けた
際に係合される。その際、先端部本体１２の処置具収容溝１６の側壁１６Ｅと、キャップ
１４の側壁１４Ｅとが同一面になるように構成される。これにより、キャップ１４の側壁
１４Ｅが処置具用の誘導壁として作用し、起立台４６で起立させた処置具が起立レバー収
容室２０側に倒れ込むことを防止できる。なお、起立台４６の形状は、図２、図３に示す
ものに限定されるものではなく、例えば起立台４６の中央に縦方向に溝を形成し、この溝
によって処置具をガイドするようにしてもよい。
【００２８】
次に上記の如く構成された先端部１０の作用について説明する。
【００２９】
キャップ１４を先端部本体１２に装着すると、キャップ１４の小径部１４Ｃが先端部本体
１２の溝１２Ｃに係止される。同時に、キャップ１４を先端部本体１２に装着する際、先
端部本体１２の凸条部３８がキャップ１４の凹条溝４０に係合される。凸条部３８と凹条
溝４０を係合させたことによって、キャップ１４は先端部本体１２に対して回転、脱落、
及びめくれることが防止される。したがって、本実施の形態によれば、キャップ１４の回
転、脱落、めくれを防止することができる。特に本実施の形態によれば、処置具がキャッ
プ１４の側壁１４Ｅの下端に引っ掛かってめくれ上がることを防止できる。
【００３０】
また、本実施の形態によれば、従来デッドスペースであった起立レバー収容室２０の上に
凸条部３８を設けたので、先端部１０の外径を大きくすることなく、キャップ１４の回転
を防止できる。
【００３１】
また、本実施の形態によれば、先端部本体１２に凸条部３８を設け、キャップ１４に凹条
溝４０を設けた簡単な構造である。したがって、回転止め用の別部材が不要であるととも
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に、先端部本体１２の複雑な加工も不要である。
【００３２】
さらに、凸条部３８と凹条溝４０がキャップ１４の係合方向に形成されているので、キャ
ップ１４を先端部本体１２に係合させる際、凸条部３８と凹条溝４０がガイドとなり、作
業性が向上する。
【００３３】
なお、先端部本体１２とキャップ１４との係合部の形状は、連続した凸条部３８、凹条溝
４０に限定されるものではなく、例えば、独立した円形の凸部と凹部であってもよい。
【００３４】
また、上述した実施の形態は、先端部本体１２側に凸部、キャップ１４側に凹部を設けて
係合させたが、先端部本体１２側に凹部、キャップ１４側に凸部を設けて係合させるよう
にしてもよい。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る側視型内視鏡の先端部によれば、先端部本体の起立レバ
ー収容部の上に凸部を設けるとともに、キャップの内側に凹部を設けて凸部と係合させる
ようにしたので、キャップが先端部本体に対して回転したり、脱落したりすることを防止
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る側視型内視鏡の先端部の構成を示す分解斜視図
【図２】先端部の縦断面図
【図３】先端部の横断面図
【符号の説明】
１０…先端部、１２…先端部本体、１４…キャップ、１６…起立台収容溝、１８…処置具
挿通チャンネル、２０…起立レバー収容室、２２…光学系収容室、２４…保護カバー、２
６…観察窓、２８…照射窓、３０…送気・送水口、３２…ライトガイド、３４…ＣＣＤユ
ニット、３６…ケーブル、３８…凸条部、４０…凹条溝、４２…保護板、４４…起立レバ
ー、４６…起立台、４８…起立ワイヤー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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